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次ページへ続く

前回からの主な変更点

①　暴力団排除に関する誓約書の変更
　前回までは役員名簿も記載する形式でしたが，簡略化して役員名簿は必要に応じて提出を求める
ようにしました。

②　提出書類から「個人住民税特別徴収実施確認・開始誓約書」の削除

③　市町村税等に関する納税証明書の一部変更
　「市町村税に滞納がない」旨を記載した証明書が発行できない場合に提出してもらう納税証明書
を，審査基準日の直前２年度決算分から直前１年度決算分に変更しました。

④　登録業種の追加・変更
03：業務委託

前回 今回

04：物品購入等

前回 今回

大分類名「03　電気」を
　　　　　　「03　電気・通信用器具」に変更
中分類も１つにまとめました。

大分類 中分類 小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名
01 保険業務 生命保険

自動車保険

損害保険（自動車保険を除く）

その他の保険

02 遺跡調査 土器実測

遺跡発掘調査

03 残骨灰供養 残骨灰供養

04 スケール除去 温泉井内揚湯管スケール除去

その他温泉配管スケール除去

05 火葬場運営 火葬場運営

その他委

託業務

10

大分類 中分類 小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名
01 保険業務 生命保険

自動車保険

損害保険（自動車保険を除く）

その他の保険

02 遺跡調査 土器実測

遺跡発掘調査

03 残骨灰供養 残骨灰供養

04 スケール除去
温泉井内揚湯管スケール除去

その他温泉配管スケール除去

05 火葬場運営 火葬場運営

06 記念撮影 スタジオ撮影

出張撮影

その他委

託業務

10

追加

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

03 電気 01 映像・音響製品

空調暖房製品

照明器具

電池

調理製品

その他家電製品

02 放送設備

無線機

電話設備

視聴覚機器

その他通信機器

03 電設資材

昇降装置

舞台照明

その他電気機器

大分類 中分類

家庭用電
気製品

放送・電
波通信機

その他電
気機器及

び資材

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

03 01 視聴覚関連機器

空調冷暖房製品

照明器具

電池

調理製品

無線機

電話設備

電設資材

昇降装置

舞台照明

その他電気・通信用器具

大分類 中分類

電気・通

信用器具

電気・通

信用器具

統合

統合

統合

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

04 農林漁業 03 魚網・釣具

船舶用品

その他漁業用資材

大分類 中分類

漁業用資

材

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

04 農林漁業 03 魚網

釣具

船舶用品

その他漁業用資材

大分類 中分類

漁業用資

材

統合
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続き

に変更

04：物品購入等

前回 今回

大分類名「06　事務教材」を
　　　　　　「06　事務用品・教材・作業用品」

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

06 02 複写機・印刷機

パソコン

コンピューターソフト

その他事務用機械器具・ＯＡ機器

楽器

ＣＤ・DVD等

楽譜

その他音楽製品

玩具等

その他保育用品

標本

学校用教材

その他教材

書籍・雑誌

紙芝居

地図

電子図書

その他図書

一輪車・リヤカー

室内用台車

その他運搬用器具

大分類 中分類

事務用機

械器具

03 楽器・音

楽製品

04 保育用品

05 教材

06 図書

07 運搬用器

具

事務用

品・教

材・作業

用品

統合

統合

統合

追加

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

07 写真 01 カメラ

カメラ用品

02 現像

焼付け

大分類 中分類

ｶﾒﾗ及びｶﾒ

ﾗ用品

現像及び

焼付け

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

カメラ

カメラ用品

現像・焼付け

大分類 中分類

07 写真 01 写真

統合

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

08 トロフィー・盾

メダル・バッジ

腕章

旗

その他記章

大分類 中分類

スポーツ
用品・記

章

03 記章

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

08 03 記章 トロフィー

盾

メダル

バッジ

腕章

旗

その他記章類

大分類 中分類

スポーツ
用品・記
章

統合

統合

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

10 車両 04 オートバイ

自転車

その他車両

大分類 中分類

その他車
両

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

10 車両 オートバイ・自転車

その他車両

大分類 中分類

04 その他車

両

統合

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

16 贈答品

金物

工具・道具

物置

車庫

その他金物

大分類 中分類

贈答・金
物・雑貨

01 贈答品・
金物

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

16 01 贈答品全般

一般用金物

工具

道具

物置

車庫

その他金物

大分類 中分類

贈答・金

物・雑貨

贈答品・

金物
統合

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

19 賃貸 複写機・印刷機賃貸

携帯電話賃貸

通信機器賃貸

パソコン賃貸

ソフトウェア賃貸

システム一式賃貸

その他事務機器・ＯＡ機器賃貸

大分類 中分類

02 事務用機

器・通信

機器賃貸

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

19 賃貸 02 事務用機 複写機賃貸

機器賃貸 印刷機賃貸

携帯電話賃貸

通信機器賃貸

パソコン賃貸

ソフトウェア賃貸

システム一式賃貸

その他事務機器・OA機器賃貸

大分類 中分類

小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名

06 事務教材 02 複写機

印刷機

パソコン

コンピューターソフト
その他事務用機械器具・OA機器

03 楽器

CD

楽譜

その他音楽製品

04 保育用品 積木

粘土

ぬいぐるみ

玩具

その他保育用品

05 教材 標本

学校用教材

その他教材

06 図書 書籍

雑誌

紙芝居

地図

CD

CD ソフトウェア

その他図書

大分類 中分類

事務用機
械器具

楽器・音
楽製品

統合

統合
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１
※

※
① 　指宿市内に本店又は支店等を有する者（営業実態のあるものに限ります。）
②

２

３

４
※
※

※

※

５
※

※
※

６

７

令和６・７年度指宿市競争入札参加資格審査申請の受付について

　令和６・７年度における指宿市の建設工事，設計等，業務委託及び物品購入等に係る競争入札の参加資
格を得るためには，競争入札参加資格審査申請を行い，資格者として名簿に登録されることが必要です。
申請に関する受付，提出書類，提出方法等は次のとおりです。
　なお，資格者として名簿に登録されたことによって，自動的又は直ちに指宿市からの発注があるという
ことではありませんので，あらかじめご了承願います。

提出期間 令和５年１０月２０日(金) ～ 令和５年１２月１５日(金)
令和５年１２月１５日の消印まで有効です。

上記期間外は以下に該当する者以外は受け付けておりません。

　その他，指宿市が必要と認める業者（対象となる場合は，指宿市から連絡しま
す。）

審査基準日 令和５年１０月２０日
（ただし，提出期間を過ぎて受け付けるものについては，申請日時点とする。）

提出場所 〒８９１－０４９７ 指宿市十町２４２４番地
指宿市役所　指宿庁舎２階　総務部　財政課　財産契約係
電話　０９９３－２２－２１１１（内線　１４３・１４４）

提出方法 　原則，郵送によることとします。　　※電送による提出は認めません。
信書に当たることから，郵便法を遵守してください。
受け付けた後，書類等に不備がある場合は補正等を求めますので，「申請の手引
き」を十分にご参照のうえ不備がないよう提出してください。
到着から受付票返送まで時間を要すことがあることから，到着確認したい場合
は，配達記録等で送付してください。
電話による到着確認への対応は行いません。

提出書類 提出書類の詳細につきましては，「提出書類一覧表」（14ページ）のとおりです。
「国土交通省統一様式」，「鹿児島県等他自治体独自様式」での受付はできませ
んのでご注意願います。
紐とじで提出してください。
押印を求めるものにつきましては，
・２　指宿市競争入札参加資格審査申請書
・５　使用印鑑届
・９　年間委任状（委任する場合）
となります。

資格の有効期間 令和６年４月１日 ～ 令和８年３月３１日

資格の種類 別表「業種区分表」のとおり（7～10ページ）
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８
(１) 

①

②

③

④

⑤

⑥
ア
イ

ウ

エ
オ

⑦

⑧

※１
※２

(２) 建設工事の資格要件

①

②
※

(３)

①
※

②
※

③

資格要件
共通要件

　次の各号に該当する方は申請することができません。
特別な理由がある場合を除き，契約を締結する能力を有しない者（成年被後見人，被
保佐人，被補助人，未成年者）及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（地
方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項）

審査基準日において，指宿市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱（平成20
年指宿市告示第99号）又は指宿市物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止
に関する要綱（平成20年指宿市告示第100号）に基づき指名停止を受けている者

市町村税に滞納がある者※1

消費税又は地方消費税に滞納がある者※２

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以
下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

役員等が，次のいずれかに該当する法人又は個人
暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目
的をもって，暴力団又は暴力団員を利用している者
暴力団又は暴力団員に対していかなる名義をもってするかを問わず，金銭，物品
その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど，直接的又は積
極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与している者
暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利
用している者

暴力団又は暴力団員が，その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

市長が競争入札参加資格者として不適当であると認める者

地方税法（昭和25年法律第226号）に基づく徴収猶予許可を受けた者はこの限りでない。

国税通則法（昭和37年法律第66号）に基づく納税の猶予許可又は国税徴収法（昭和34
年法律第147号）に基づく換価の猶予許可を受けた者はこの限りでない。

建設工事の資格要件

　建設工事の入札参加資格を得たい場合は，次に掲げる要件を満たしていなければなりま
せん。

審査基準日において，競争入札参加資格を得ようとする業種に係る建設業の許可を受
けていること。

｢経営事項審査を受けており完成工事高を有すること。｣
建設業法に基づく国土交通省又は都道府県知事が行う経営事項審査の経営規模等
評価結果・総合評定値通知を受けており，申請をしようとする業種に対応する完
成工事高があること。

 設計等の資格要件

　設計等の入札参加資格を得たい場合は，次に掲げる要件を全て満たしていなければなり
ません。

「引き続き１年以上その事業を営んでいること。」
審査基準日において，引き続き１年以上（審査基準日の１年以上前から）その資
格に関する事業を営んでいること。

「直前の１年間に，その事業に係る売上高を有していること。」
審査基準日の直前の１年間に事業高（営業実績）があること。

測量の入札参加資格を得たい場合は，①及び②の要件に加えて，測量法（昭和24年法
律第188号）による測量業者としての登録を受けていなければなりません。
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④

※

⑤

(４) 

①

９

※

10

(１)

※ 

(２) 

※ 

※ 

※ 

建築設計の入札参加資格を得たい場合は，①及び②の要件に加えて，建築士法（昭和
25年法律第202号）による一級建築士事務所又は二級建築士事務所の登録を受けてい
なければなりません。
ただし，「建築設備設計」のみを業とする場合は，この登録は必要ありません。

建設工事に係る設計等以外の基本構想・計画の企画立案(実施設計以前)を申請し
たい場合は，別表業種区分表（03：業務委託）の大分類「09 情報サービス・調査
等業務」・中分類「02 調査研究・企画立案」で申請してください。

不動産鑑定の入札参加資格を得たい場合は，①及び②の要件に加えて，不動産の鑑定
評価に関する法律（昭和38年法律第152号）による不動産鑑定業者の登録を受けてい
なければなりません。

業務委託又は物品購入等の資格要件

　業務委託又は物品購入等の入札参加資格を得たい場合は，次に掲げる要件を満たしてい
なければなりません。

営業に関し，法令の規定による許可，免許，登録等を必要とする場合において，当該
許可，免許，登録等を受けていること（別表「営業許可等一覧」を参照してくださ
い。)。

登録番号の記入 　既に，令和４・５年度指宿市競争入札参加資格登録を受けている方は，「１　指宿
市競争入札参加資格審査申請チェック表」及び「２　指宿市競争入札参加資格審査申
請書」に登録番号を必ず記入してください。登録を受けていない方は空欄にしておい
てください。

登録番号は，指宿市ホームページに掲載してありますのでご参照ください。

受付票（受付票が必要な方のみ）及び資格決定通知書（全申請者）の返信用封筒の準備

受付票の返信用封筒（受付票が必要な方のみ）

　受付票を希望される方は，受付票を返送しますので，受付票と返信用封筒を同封してく
ださい（いずれかが欠けていた場合，返送はいたしません。）

定型封筒に返送先の郵便番号及び宛先を明記し，８４円切手を貼付して，申請書と同
封のうえ提出してください。

資格決定通知書の返信用封筒（全申請者）

　資格審査後，資格登録を受けた方へ資格決定（審査結果）通知書を送付いたしますの
で，必ず以下の返信用封筒を提出してください。

定型封筒に返送先の郵便番号及び宛先を明記し，８４円切手を貼付して申請書と同封
のうえ提出してください。
書類に不備があり補正等を求める場合には，返信用封筒を使用しますので，補正等が
あった場合には再度返信用封筒の提出を求めることがあります。
上記(１)の返信用封筒を添付した場合でも，資格決定通知書の返信用封筒も添付して
ください。

【注意事項】

◎資格審査について

　ご提出いただいた申請書類の審査は後日行い，資格決定通知発送までには時間がかかりま
す。到着確認をしたい場合は，配達記録等で送付してください。電話による到着確認への対応
は行いません。

◎複数の申請業種の場合

　複数の申請業種（例えば，工事と物品購入）で申請する場合でも，１つの申請書で作成して
ください。
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小分類 小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名 CD 分類名 CD 分類名 分類名
01 建設工事 01 建設工事 土木一式工事 01 設計等 01 測量 測量

建築一式工事 02 地質調査 地質調査

大工工事
03 土木施工

物の設計
土木設計

左官工事 建築設計

とび・土工・コンクリート工事 設備設計のみ

石工事
05 技術資料

の作成
技術資料

屋根工事 06 補償 不動産鑑定

電気工事 土地調査・評価

管工事 建物調査・評価

タイル・れんが・ブロック工事 機械工作物補償

鋼構造物工事 営業・特殊補償

鉄筋工事 事業損失

ほ装工事 その他補償

しゅんせつ工事

板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設置工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事

清掃施設工事

解体工事

別表

業種区分表(01:建設工事） 業種区分表(02:設計等）

申請業種区分：01　建設工事 申請業種区分：02　設計等

大分類 中分類 大分類 中分類

04 建築物の
設計
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大分類 中分類 小分類 大分類 中分類 小分類
CD 分類名 CD 分類名 分類名 CD 分類名 CD 分類名 分類名
01 警備業務 01 警備 常駐警備 07 02 産業廃棄物収集運搬

非常勤警備 産業廃棄物処分

機械警備 特別管理産業廃棄物収集運搬

その他警備 特別管理産業廃棄物処分

02 清掃業務 01 建物清掃 一般清掃（庁舎，施設等） 08 運送業務 01 旅客運送 一般旅客自動車運送

特殊清掃（ワックスがけ等） 特定旅客自動車運送

ガラス清掃 02 貨物運送 一般貨物自動車運送

外壁清掃 特定貨物自動車運送

その他建物清掃 貨物軽自動車運送

02 道路清掃 給食配送

その他清掃 09 01 電算処理

03 01 電気工作物保守

通信設備保守 電算情報の加工処理

その他電気設備保守 電子化業務

02 その他電算処理

02 各種統計調査・分析

03 ボイラー設備保守

給排水設備保守

空調設備保守 システム設計

冷暖房設備保守 イベントの企画立案

自動ドア保守 パンフレット，ガイドブック企画制作

昇降装置保守 その他の調査研究・企画立案

その他機械設備保守 03 航空写真撮影

04 舞台設備保守 図面・地図製作

音響・映像システム保守 現況図・地番図等の作成・修正

その他建物設備保守 04 ホームページ作成

04 01 貯水槽清掃 PR動画等作成

自然環境調査

環境アセスメント

シロアリ防除・駆除 下水道管・水道管内調査（漏水調査）

その他建物環境衛生管理 耐震調査

05 01 測定分析 室内空気環境測定 アスベスト調査

煤煙測定 会議録作成

大気測定分析 01 保険業務 生命保険

土壌汚染測定分析 自動車保険

水質・水質汚濁測定分析 損害保険（自動車保険を除く）

騒音測定分析 その他の保険

その他測定分析 02 遺跡調査 土器実測

02 臨床検査 臨床検査 遺跡発掘調査

06 行政手続 01 行政手続 土地家屋調査士 03 残骨灰供養 残骨灰供養

司法書士 04 スケール除去
温泉井内揚湯管スケール除去

行政書士 その他温泉配管スケール除去

その他行政手続 05 火葬場運営 火葬場運営
07 01 浄化槽清掃 06 記念撮影 スタジオ撮影

浄化槽保守点検 出張撮影

一般廃棄物収集運搬

一般廃棄物処分

別表

業種区分表(03：業務委託）
申請業種区分：03　業務委託

廃棄物処
理業務

産業廃棄
物処理

その他清
掃

ソフトウェア（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等）
の開発・保守電気設備

保守

危険物貯
蔵所・消
防用設備
等保守

危険物貯蔵所保守

消防用設備等保守
構想・計画（建設工事・建設コン
サルタント等）の企画立案

構想・計画（建設工事・建設コン
サルタント等を除く）の企画立案

航空写真
撮影・図
面・台帳
作成

その他建
物設備等
保守

その他情
報サービ
ス・調査
等業務

建物環境
衛生管理
業務

建物環境
衛生管理
業務 病害虫（シロアリを除く）防

除・駆除

その他委
託業務

廃棄物処
理業務

一般廃棄
物処理

情報サー
ビス・調
査等業務

建物設備
等保守業
務

調査研
究・企画
立案

機械設備
保守

測定・検
査・証明
業務

10
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小分類 小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名 CD 分類名 CD 分類名 分類名
01 01 土木・建設用機械 車椅子

発電機 ベッド
その他建設用機械 その他介護用器具

02 チェーンソー 衛生材料
芝刈機 紙おむつ
刈払機 その他衛生材料
その他農林業用機械 医療用薬品

03 ボイラー部品 各種家庭用薬品
ポンプ類 ワクチン
ファン類 その他医薬品
コンプレッサー類 試薬
油脂 プール消毒剤
その他浄水場・処理場部品 活性炭
焼却炉部品 脱酸剤
火葬炉部品 消石灰
エアフィルター 次亜塩素酸ナトリウム
その他機械工具部品 苛性ソーダ

04 鉄工機械整備 ろ布洗浄剤
鉄工機械修理 硫酸

02 建設資材 01 鉄鋼 鉄鋼材 重金属安定化剤
鉄蓋 清缶剤
アルミサッシ 反応助剤
鋼管 リン酸
その他鉄鋼建設資材 ポリ塩化アルミニウム

02 砂利 スケール防止剤
砕石 塩化第二鉄
砂 消泡剤
縁石 消臭液
ブロック 脱水用高分子助剤
その他骨材等製品 その他化学工業薬品

03 木材 仮設・建築用木材 07 医療材料 注射針
内外装材 シリンジ
保温材 カテーテル
その他木材 X 線フィルム

04 合成材 アスファルト合材 その他医療材料
塩ビ管 文房具
その他合成材 紙

05 ガラス OA 消耗品
畳 印章・ゴム印
建具 その他文具
衛生陶器 複写機・印刷機
ペンキ パソコン
その他資材 コンピューターソフト

03 01 視聴覚関連機器 その他事務用機械器具・ＯＡ機器

空調冷暖房製品 楽器
照明器具 ＣＤ・DVD等
電池 楽譜
調理用電化製品 その他音楽製品
無線機 玩具等
電話設備 その他保育用品
電設資材 標本
昇降装置 学校用教材
舞台照明 その他教材
その他電気・通信用器具 書籍・雑誌

04 農林漁業 01 園芸資材 肥料 紙芝居
サッカー場等芝用肥料　 地図
農薬　　　　　　　　　 電子図書
園芸資材 その他図書
黒土 一輪車・リヤカー
その他園芸資材 室内用台車

02 生花 その他運搬用器具
鉢物 カメラ
青果物 カメラ用品
その他農産物等 現像・焼付け

03 魚網・釣具 スポーツ用具
船舶用品 トレーニング機器
その他漁業用資材 その他スポーツ用品

05 01 医療用機器 公園等の施設遊具
ＡＥＤ その他遊具施設
理化学用機器 トロフィー・盾
身長計・体重計 メダル・バッジ
その他理化学器具 腕章

02 光学機器 旗
公害測定機器 その他記章
水道メーター
その他精密機械器具

別表

業種区分表(04：物品購入等）
申請業種区分：04　物品購入等

大分類 中分類 大分類 中分類

鉄工・機
械

建設用機
械 

03 介護用器
具

農林業用
機械

04 衛生材料

05 医薬品

鉄工機械
修繕

骨材及び
セメント

01 文具

その他資
材

02 事務用機
械器具

電気・通
信用器具

電気・通
信用器具 03 楽器・音

楽製品

04 保育用品

05 教材

06 図書

07 運搬用器
具

生花・鉢
物・青果
物

07 写真 01 写真

漁業用資
材

01 スポーツ
用品

医療理化
学

医療・理
化学器具

02 遊具施設

03 記章

精密機械
器具

その他機
械工具及
び用品

06 化学・工
業薬品

06 事務用
品・教
材・作業
用品

08 スポーツ
用品・記
章
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小分類 小分類

CD 分類名 CD 分類名 分類名 CD 分類名 CD 分類名 分類名
ちらし・ポスター ヘルメット
パンフレット 交通標識
封筒 工事表示板
冊子 その他保安用品
その他一般印刷 消防ホース
伝票 消防ポンプ
帳票 救助器具
その他フォーム印刷 避難器具
地図 防火着
第２原図 消防用ヘルメット
シール 消火器
その他特殊印刷 消火薬剤
乗用車 その他消防防災用品
貨物車 時計
バス 眼鏡
トラック 貴金属
油圧ショベル 贈答品
グレーダー 金物
トラクターショベル 工具・道具
フォークリフト 物置
その他特殊車両 車庫
消防車 その他金物
清掃車 家庭用雑貨類
その他架装車両 石鹸・洗剤類
オートバイ・自転車 清掃用品
その他車両 ごみ袋
油脂 ガラス・陶磁器類
部品 その他日用雑貨品
用品 業務用厨房機器
バッテリー 給食用器具
タイヤ 調理台
その他車両部品用品 食器類
点検 その他厨房機器・製品
整備 ストーブ(灯油・ガス)
修理 ガスコンロ
板金塗装 その他冷暖房器具等
その他車両修繕 看板
ｶﾞｿﾘﾝ 横断幕・懸垂幕
軽油 その他看板
重油 乗用車賃貸
灯油 バス賃貸
液化石油ガス その他自動車賃貸
その他燃料 複写機・印刷機賃貸
布団 携帯電話賃貸
毛布 通信機器賃貸
枕 パソコン賃貸
座布団 ソフトウェア賃貸
その他寝具 システム一式賃貸
制服 その他事務機器・ＯＡ機器賃貸

防寒着 医療機器賃貸
雨着 検査・分析機器賃貸
作業着 その他医療機器賃貸
白衣 特殊機器賃貸
事務服 仮設ハウス賃貸
体育着 仮設トイレ賃貸
手袋 計量器賃貸
その他被服類 ベルトコンベア賃貸
革靴 その他機器・物品賃貸
作業靴・安全靴 鉄くず
ゴム長靴 非鉄金属くず
運動靴 車両
各種かばん オフィス・教育関連用品
その他靴かばん その他買受
木製家具 21 電力供給 01 電力供給 電力供給
オフィス・教育関連家具
製作家具
じゅうたん
その他家具類
カーテン
ブラインド
暗幕
舞台幕
テント
イベントテント
シート
その他帆布類

別表

業種区分表(04：物品購入等）
申請業種区分：04　物品購入等

大分類 中分類 大分類 中分類

01 一般印刷 01 保安用品

02 フォーム
印刷

03 特殊印刷

01 自動車
15 時計・貴
金属

01 時計・貴
金属

02 特殊車両 01 贈答品・
金物

03 架装
02 日用雑貨

04 その他車
両

05 車両部品
及び用品

01 厨房用機
器

06 車両修繕
02 冷暖房用
器具及び
ガス器具

18 看板 01 看板
11 燃料 01 燃料

01 自動車賃
貸

01 寝具

03 医療用機
器賃貸

04 その他機
器・物品
賃貸

03 はきもの
及びかば
ん

20 買受 01 不用物品
買い受け

01 家具類

02 カーテン
類

03 帆布類

09 印刷 14 保安・防
災

02 消防・防
災用品

10 車両

16 贈答・金
物・雑貨

17 室内器具

19 賃貸

02 事務用機
器・通信
機器賃貸

12 衣料・靴

02 被服及び
呉服

13 家具・室
内装飾
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別表

CD 中分類 小分類 許可等 根拠法令

010101 常駐警備

010102 非常勤警備

010103 機械警備

010104 その他警備

020101 一般清掃（庁舎，施設等）

020102 特殊清掃（ワックスがけ等）

020103 ガラス清掃

020104 外壁清掃

020105 その他建物清掃

030101 電気工作物保守 電気主任技術者の免状

030102 通信設備保守

030103 その他電気設備保守

030301
機械設
備保守

ボイラー設備保守
ボイラー整備士免許
※ボイラー技士不可

労働安全衛生法第61条
ボイラー及び圧力容器安全規則第35条

050101 室内空気環境測定

建築物空気環境測定検査業登録証明
書,建築物環境衛生総合管理業登録証
明書 又は建築物環境衛生管理技術者
免状

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律第12条の2第2項

050102 煤煙測定

050103 大気測定分析

050104 土壌汚染測定分析

050105 水質・水質汚濁測定分析

050106 騒音測定分析 計量証明事業登録証(音圧レベル)

050107 その他測定分析 計量証明事業登録証

060101 土地家屋調査士
土地家屋調査士名簿登録証 又は土地
家屋調査士会々員証明願

土地家屋調査士法第8条

060102 司法書士 司法書士名簿登録証 司法書士法第8条

060103 行政書士

060104 その他行政手続

070101 浄化槽清掃
浄化槽清掃業許可証 又は建築物環境
衛生総合管理業登録証明書

浄化槽法第35条第1項

070103 一般廃棄物収集運搬
一般廃棄物収集運搬業許可証(指宿市
発行のもの)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
7条第1項

070104 一般廃棄物処分
一般廃棄物処分業許可証（指宿市発行
のもの）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
7条第6項

営業許可等一覧(03：業務委託）

警備 警備業認定証 警備業法第4条

建物清
掃

建築物清掃業登録証明書 又は
建築物環境衛生一般・総合管理業登録
証明書

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律第12条の2第1項

電気設
備保守

電気事業法第43条第1項
電気工事士法第3条第1項電気主任技術者の免状 又は

電気工事士の免状

030201 危険物貯
蔵所・消
防用設備
等保守

危険物貯蔵所保守
危険物取扱者の免状甲種 又は
乙種第4類

消防法第13条

030202 消防用設備等保守
消防設備士の免状 又は
消防設備点検資格者証

消防法第17条の3の3

040101 建物環
境衛生
管理業
務

貯水槽清掃
建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書
 又は
貯水槽清掃作業監督者講習会修了証書

建築物における衛生的環境の確保に関する
法律第12条の2第5項

040102
病害虫（シロアリを除
く）防除・駆除

建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書
建築物における衛生的環境の確保に関
する法律第12条の2第7項

計量証明事業登録証(特定濃度又は濃
度)

計量法第107条第2号

050201
臨床検
査

臨床検査 衛生検査所登録証明書
臨床検査技師等に関する法律第20条の
3第1項

行政手
続

行政書士名簿登録証 行政書士法第6条

一般廃
棄物処
理

070102 浄化槽保守点検 浄化槽保守点検業者登録済通知書
浄化槽法第48条及び
鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例

測定分
析
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070201 産業廃棄物収集運搬 産業廃棄物収集運搬業許可証
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
14条第1項

070202 産業廃棄物処分 産業廃棄物処分業許可証
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
14条第6項

070203
特別管理産業廃棄物収集
運搬

特別管理産業廃棄物運搬業許可証
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
14 条の4第1項

080101 一般旅客自動車運送 一般旅客自動車運送事業の許可 道路運送法第4条

080102 特定旅客自動車運送 特定旅客自動車運送事業の許可 道路運送法第43条

080201 一般貨物自動車運送 一般貨物自動車運送事業の許可 貨物自動車運送事業法第3条

080202 特定貨物自動車運送 特定貨物自動車運送事業の許可 貨物自動車運送事業法第35条

080203 貨物軽自動車運送 貨物軽自動車運送事業の届出 貨物自動車運送事業法第36条

100101 生命保険 生命保険業免許

100102 自動車保険

100103 損害保険（自動車保険を除く）

100104 その他の保険 生命保険業免許及び損害保険業免許

100501
火葬場
運営

火葬場運営 甲種防火管理者講習修了証 消防法施行令第３条第１項第１号

産業廃
棄物処
理

070204 特別管理産業廃棄物処分 特別管理産業廃棄物処分業許可証
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
14条の4第6項

旅客運
送

貨物運
送

保険業
務

保険業法第３条第１項
※ただし生命保険募集人，損害保険代
理店及び少額短期保険募集人の場合
は，代理店証明書等を添付すること。

損害保険業免許
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別表

CD 中分類 小分類 許可等 根拠法令
020201 砂利 砂利採取業者登録通知書 砂利採取法第3条
020202 砕石 採石業者登録通知書 採石法第32条
020203 砂 砂利採取業者登録通知書 砂利採取法第3条

040101 肥料

040102 サッカー場等芝用肥料

050101 医療用機器

050102 ＡＥＤ

050501 医療用薬品
050502 各種家庭用薬品
050503 ワクチン
050504 その他医薬品
050601 試薬
050602 プール消毒剤
050604 脱酸剤
050607 苛性ソーダ
050609 硫酸
050611 清缶剤
050612 反応助剤
050613 リン酸
050617 消泡剤
050618 消臭液
050620 その他化学工業薬品
050701 注射針
050702 シリンジ
050703 カテーテル
050704 X 線フィルム
050705 その他医療材料
100601 点検
100602 整備
100603 修理
100604 板金塗装
100605 その他車両修繕
110101 ガソリン
110102 軽油
110103 重油
110104 灯油
110105 液化石油ガス
110106 その他燃料
190101 乗用車賃貸
190102 バス賃貸
190103 その他自動車賃貸

190301 医療機器賃貸

190302 検査・分析機器賃貸

190303 その他医療機器賃貸

200103 車両

200104 オフィス・教育関連用品

200105 その他買受

210101
電力供
給

電力供給
小売電気事業者
一般送配電事業者

電気事業法第2条の2
電気事業法第3条

営業許可等一覧(04：物品購入等）

骨材及
びセメン
ト

020505
その他
資材

ペンキ
毒物劇物｢一般又は特定品目｣販売業登
録票

毒物及び劇物取締法第4条第1項

園芸資
材

肥料販売業務開始届出済証 肥料取締法第23条第1項

040103 農薬
農薬販売業届出票及び劇物毒物｢一般
又は農業用品目｣販売業登録票

農薬取締法第8条第1項及び毒物及び劇
物取締法第4条第1項

医療・
理化学
器具

高度管理医療機器等販売業及び賃貸業許可
証，管理医療機器販売業及び賃貸業届出済
証及び医療用具販売業届出済証のうち必要
なもの。ただし，一般医療機器販売は届出
不要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第39条第1項・
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第39条の3第1項

医薬品
毒物劇物一般販売業登録票及び
医薬品販売業許可証

毒物及び劇物取締法第4条第1項・医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第24条第1
項

医療材
料

高度管理医療機器等販売業及び賃貸業許可
証，管理医療機器販売業及び賃貸業届出済
証及び医療用具販売業届出済証のうち必要
なもの。ただし，一般医療機器販売は届出
不要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第39条第1項・
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第39条の3第1項

車両修
繕

自動車特定整備事業認定書 道路運送車両法第78条第1項

燃料
石油製品販売業開始届出書，揮発油販
売業者登録通知書及び液化石油ｶﾞｽ販
売事業者登録通知書

石油の備蓄の確保等に関する法律第27
条，揮発油等の品質の確保等に関する
法律第3条及び液化石油ｶﾞｽの保安の確
保及び取引の適正化に関する法律第3
条第1項

自動車
賃貸

有償貸渡許可
ただし，道路運送法第80条のただし書
きに該当する場合は不要

道路運送法第80条

医療用
機器賃
貸

高度管理医療機器等販売業及び賃貸業許可
証，管理医療機器販売業及び賃貸業届出済
証及び医療用具販売業届出済証のうち必要
なもの。ただし，一般医療機器賃貸は届出
不要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第39条第1項・
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第39条の3第1項

不用品
買い受
け

古物商許可証 古物営業法第3条

化学・
工業薬
品

毒物劇物一般販売業登録票
（火薬類取締法に適合する薬品を含む
場合は，火薬類販売許可証）
ただし，該当しないものは添付不要。

毒物及び劇物取締法第4条第1項
（火薬類取締法第5条）
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※1

※2

※3

※4

※5

※6

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

1 ● ● ● ● ● ● ● ● 15

2 ● ● ● ● ● ● ● ● 16

● ● 18

及び ● ● 20

● ● 22

及び ● ● 23

4 ● ● ● ● ● ● ● ● 24

5 ● ● ● ● ● ● ● ● 24

● ● 25

● ● 26

7 ● ● 27

8 ● ● ● ● ● ● 28

9 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 29

10 ● ● ● ● 30

11 ● ● ● ● 30

12 ● ● ● ● ● ● ● ● 30

13 ● ● ● ● ● ● ● ● 31

14 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 32

15 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 33

16 ● ● ● ● ● ● ● ● 34

17 ● ● ● ● 34

● ● ● ● 34

● ● ● ● 34

19 ● ● 34

20 ● ● 35

21 ▲ ▲ 35

22 ▲ ▲ 35

23 ▲ ▲ ▲ ▲ 36

24 ▲ ▲ 36

25 ▲ ▲ ▲ ▲ 36

26 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 37

27 ● ● ● ● ● ● ● ● 37

【注意】受付票が必要な場合，返信用封筒は資格決定通知用と合わせて２通必要となります。

別紙 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 38

提出書類一覧表

申請に当たっては，次に掲げる書類を番号順に並べて提出してください。

申請書類（NO1～25）は紐綴じして提出してください。フラットファイル等で綴じる必要はありません。

受付票が必要な場合は，別紙｢受付票」に氏名等を記入のうえ，紐綴じせずに別紙でご提出ください。

各提出書類の記入方法等の詳細は，各説明掲載ページをご覧ください。

●印は必ず提出し，▲印は申請業種等に応じ提出してください。

所在地，商号又は名称，職氏名等の記載内容について，各書類，統一してください。

建設工事 設計等 業務委託 物品購入等

指宿市競争入札参加資格審査申請チェック表

指宿市競争入札参加資格審査申請書

（建設工事）

（設計等①） （設計等②）

（業務委託）

（物品購入等①） （物品購入等②）

印鑑証明書（写し可）

使用印鑑届

（建設工事）

（設計等）

工事経歴書

業務等経歴書

年間委任状　（委任する場合)

登記簿謄本（写し可）

代表者身分証明書（写し可）

暴力団排除に関する誓約書

市町村税等に関する納税証明書（写し可）

資本関係又は人的関係に関する申告書

事業所報告書及び誓約書

消費税及び地方消費税の納税証明書（納税者のみ。写し可）

財務諸表の写し

青色申告者：損益計算書・貸借対照表

白色申告者：収支内訳書

経営規模等評価結果通知書・総合評価値通知書の写し

建設業許可通知書の写し

建設業許可申請書別表の写し（委任する場合）

登録証明書・現況報告書の写し

許可，免許，登録等の証明書の写し

共済組合(建退共や中退共等)の加入・履行証明書の写し(加入者のみ)

官公需適格組合証明書の写し（証明を受けている場合）

受付票の返信用封筒（受付票が必要な場合のみ）

資格決定通知書の返信用封筒

指宿市競争入札参加資格審査申請受付票（返信用封筒忘れずに）

№ 提出書類名
説明
掲載
ページ

3
指宿市競争入札参加資格審
査申請書付票

6 有資格者等名簿

18 確定申告書の写し
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ● ● ● ● ●

※1 申請前に必ず作成者チェック欄にて提出する書類の有無を確認してください。

※2 複数の業種区分を同時に申請する場合も，申請書等の提出書類は１部（１組）
作成してください。（例：「建設工事」と「業務委託」を同時に申請する場合）

１　指宿市競争入札参加資格審査申請チェック表

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物品購入等

右表に●がついている
方は提出が必要です　　

※提出者において，提出書類の最
終確認をしてください。

※修正等が有った際に連絡して欲
しい方の連絡先を記載してくださ
い(行政書士等に依頼している場
合は，その連絡先でも可。その場
合は行政書士事務所名及び担当者
名を記入)。

※前回登録のある方は指宿市ホー
ムページに掲載してありますので
参照してください。
前回登録の無い方は，空白にして
ください。

※こちらには登録をする業者名を記載
してください。
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ● ● ● ● ●

※1

※1

※2
※3
※4
※5

※1

２　指宿市競争入札参加資格審査申請書

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物品購入等

【01　申請業種区分】
申請を希望する業種について，□にレ点を記入してください。資格要件を満たして
いるものであれば複数選択可能です。

【02　申請者（本社）】
所定事項を記入し，代表者印を押印してください。商号や代表者名等に社判を押印
する場合も，必ずフリガナを付記してください。

申請者は，法人にあっては本社代表者，個人営業者にあっては代表者です。
個人の場合，代表者の職は「代表」としてください。
実際の所在地が，登記と異なる場合は，実際の所在地を記入してください。
印鑑は実印を使用してください。

【03　受任者(支店等）】
入札や契約等に関する権限を代理人に委任する場合は，所定事項を記入してくださ
い。ただし，希望する業種区分が「建設工事」の場合又は「設計等」の小分類「測
量」，「建築設計」の場合については，受任者がそれぞれ有している資格（「建設
業の許可業種」，「測量の登録」，「１級又は２級建築士事務所の登録」）の範囲
内においてしか委任できません。

右表に●がついている
方は提出が必要です　　

※申請者（本社）及び受任者（支店等）の所在
地，商号又は名称，職氏名等の記載内容につ
いては，各提出書類で統一されますようご注
意ください。

※前回登録のある方は指宿市ホー
ムページに掲載してありますので
参照してください。
前回登録の無い方は，空白にして
ください。

※個人の場合，役職は「代表」としてください。

※申請印は実印を押印してください。

項目は０１から０４までで，

用紙は２枚分あります。
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※1

※2

※1
※2
※3
※4

※1
※2

※1
※2
※3
※4
※5

※1

※2

※1

※1

【04　経営規模及び経営状況】

●04-01営業年数及び従業員数
「営業年数」は設立・創業から審査基準日までの営業年数（１年未満切り捨て）を記入してください（休業等して
いた期間を除く）。

従業員数は，審査基準日における代表者，本店，支店等を含めた総ての常勤従業員の人数を記入してください。営
業職については「①事務関係」に，代表者・役員等については「③その他」に含め，記入してください。

●04-02自己資本率
法人の場合，貸借対照表の「資本の部」の資本金に準備金及び剰余金を加えた計算上の純資産の合計となります。
個人の場合，「元入金＋本年利益＋事業主借－事業主貸」の値となります。
各金額は，千円未満を切り捨ててください。
自己資本比率は，小数点第３位以下を切り捨ててください。

●04-03年間総売上高
売上高は，総売上高を記入してください。
金額は，千円未満を切り捨ててください。

●04-04経営状況
経営状況は，審査基準日直前の決算における金額を記入してください。
純利益は，当期純利益を記入してください。
売上高は，総売上高を記入してください。
各金額は，千円未満を切り捨ててください。
売上高純利益率は，小数点第３位以下を切り捨ててください。

●04-05直前決算期間
審査基準日直前の決算期間を記入してください（直前の決算の決算書等が作成されていない場合等は，現時点で作
成されているものの最新で構いません。）

経審等，他の書類の決算年度と合わせる必要はありません。

●04-06消費税及び地方消費税に関する申出
消費税法（昭和63年法律第108号）に基づき，「課税事業者」又は「免税事業者」のいずれかの□にレ点を記入し
てください。

●04-07ISO取得状況
ISOの取得状況について，□にレ点を記入してください。（関係書類の写し等の添付は不要です。）

※現在作成されている決算書の中で最新
のものの期間を記載してください。

- 17 -



法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ●

３　指宿市競争入札参加資格審査申請書付票
■付票（建設工事）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物品購入等

右表に●がついている
方は提出が必要です　　

※完成工事高が「０」の場合は，
申請できません。

※「特」又は「般」を○印で囲っ
てください。

「許可区分」「総合評定値
(P)の点数」「完成工事高」
は，希望業種についてのみ記
入してください。

※「08　技術者数」及び「09　監理技術者資格者数」については，登録を受
ける事業所分を記入してください。
※申請者が支店等に委任する場合は，受任者が「登録を受ける事業所」とな
ります。
※「登録を受ける事業所」が鹿児島県外である場合は，記入不要です。
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※1
※2

※3

※4

※5

※1
※2

※3

※1

※2

※1

※2

※3

※1

※2

【05　申請業種区分（01：建設工事）】
希望する業種の「小分類」の指定欄に○印を記入してください。
「許可区分」の欄は，希望する業種が特定の場合は「特」に，一般の場合は
「般」に○印を記入してください。

「総合評定値（P）の点数」欄は，提出する経営規模等評価結果通知書・総合
評定値通知書の「総合評定値（P）」欄の数値を記入してください。

「完成工事高」欄は，提出する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
の完成工事高の数値を記入してください。

「完成工事高」が無い業種は，申請ができませんので注意してください。

【06　建設業許可】
建設業の許可番号，許可期限について記入してください。
「許可期限」欄は，申請時に有している建設業の許可通知書又は許可証明書を
基に記入してください。

複数の許可業種を保有し，業種ごとに許可期限が異なる場合は，新しい方を記
載してください。

【07　共済組合等の加入状況】
加入している共済組合等について記入し，経営事項審査申請時に使用した加
入・履行証明書等の写しを提出してください。

特別な事由により，共済組合等に加入していない場合は，空白欄に未加入と記
載してください。

【08　技術者数】
審査基準日現在において登録を受ける事業所に勤務する技術者が有する資格を
「６　有資格者名簿（工事）」とよく照合のうえ記入してください。
同一人が２以上の資格を有している場合は，それぞれの資格に人数を記入して
ください。ただし，同一資格で上位の資格及び下位の資格を有している場合
は，上位の資格を記入してください。

該当がない場合は，余白等に「該当なし」と記載してください。

【09　監理技術者資格者数】
審査基準日現在において登録を受ける事業所に勤務する技術者のうち，監理技
術者資格者証及び管理技術者講習終了証の交付を受けている者の人数を「６　
有資格者名簿（工事）」とよく照合のうえ業種別に記入してください。

該当がない場合は，余白等に「該当なし」と記載してください。
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ●

※1
※2

※3

※4
※5

※6

※1

※2

３　指宿市競争入札参加資格審査申請書付票
■付票（設計等①）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物品購入等

【05　申請業種区分（02：設計等）】
希望する業種の「小分類」の指定欄に○印を記入してください。
小分類中「建築設計」及び「設備設計のみ」については，どちらか１つのみ登録が可
能です。
支店等に委任する場合で，小分類中「測量」又は「建築設計」を希望する際は，受任
者が有している登録の範囲内で申請してください。なお，一部の業種のみ委任するこ
とはできませんのでご注意ください。
また，支店等に委任する場合で「測量」を希望する際は，受任者が測量士を有するこ
とが必須要件です。
「登録番号・年月日」欄は，申請時に提出する登録証明書等により記入してください。
「直前１年間の事業高」欄は，希望する業種ごとの事業高を消費税相当額を除いて記
入してください。
「その他補償」に限り，上記※4，※5の記載は不要です。

【06　営業実態】
希望する業種ごとに，「１年以上前から営業していたことを証する契約等の内容」
欄，「審査基準日の直前１年間に事業高があったことを証する契約等の内容」欄に，
「契約名」及び「契約締結年月日（又は完了年月日）」をそれぞれ１件記入してくだ
さい。
「その他補償」に限り，上記※1の記載は不要です。

右表に●がついている
方は提出が必要です　　

※小分類に※印のあるものについて
は，委任する場合添付書類必須

※申請する小分類について，この２項
目の記載は必須となります。

※事業高が「０」の場合
は，申請できません。

設計等②とセットです。
２枚１組
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ●

※1

※1

※2

※3
※4
※5

３　指宿市競争入札参加資格審査申請書付票
■付票（設計等②）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物品購入等

【07　建設コンサルタント登録】
建設コンサルタント登録をしている場合は，現況報告書，登録通知書，登録証等によ
り，該当する部門の「登録」欄に○印を記入してください。

【08　技術者・資格者数】
審査基準日現在において登録を受ける事業所に勤務する技術者が有する資格を「６　
有資格者名簿（設計等）」とよく照合のうえ記入してください。

同一人が２以上の資格を有している場合は，それぞれの資格に人数を記入してくださ
い。

上記※2に係わらず，「補償業務管理士」のみ実人数で記載してください。
該当がない場合も「該当なし」と記載し，提出してください。
ここに記載してある資格（部門）以外の技術士，ＲＣＣＭ等の資格（部門）について
は記載は不要となります。

右表に●がついている
方は提出が必要です　　

設計等①とセットです。
２枚１組
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ●

※1
※2

３　指宿市競争入札参加資格審査申請書付票
■付票（業務委託）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

希望する業務について，表の「小分類」の欄に○印を記入してください。
必要資格の許可証等が必要な業務については，すべて添付が必須となります。

右表に●がついている
方は提出が必要です　　
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ●

※1
※2

３　指宿市競争入札参加資格審査申請書付票
■付票（物品購入等①，物品購入等②）

提出対象者 建 設 工 事設 計 等業 務 委 託物品購入等

希望する品目について，表の「小分類」の欄に○印を記入してください。
必要資格の許可証等が必要な品目については，すべて添付が必須と
なります。

右表に●がついている
方は提出が必要です　　

物品購入等①と物品購入等②の２枚１セットです。
物品購入等に登録する者は２枚とも提出してください。
（一方の付票に希望する品目がなくても物品購入等①
と物品購入等②どちらとも提出）
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ● ● ● ● ●

※1
※2

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ● ● ● ● ●

※1

※2

４　印鑑証明書（写し可）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

申請者の実印の証明書（写しで可）を提出してください。

登記簿謄本の代表者と同一人物であれば，証明日は問いません。

５　使用印鑑届

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

「使用印」欄には入札書，見積書，契約書，請求書等の契約に当たって使用す
る印鑑を押印してください。

契約に関する権限を委任する場合（２　申請書の「03　受任者（支店等）」欄
に記載がある場合）は，原則届出者を受任者名とし，提出してください。

右表に●がついている
方は提出が必要です

右表に●がついている
方は提出が必要です　　

※入札や契約書等に実際使用する印鑑
を押印すること。

　※入札や契約等に関する権限を委任する場合は，原則申請者ではなく受
任者名で届け出ること。

　（例）　　　所　 在 　地　　鹿児島県指宿市○○○番地
　　　　　　　商号又は名称　　株式会社九州鰹商会　指宿支店
　　　　　　　代表者職氏名　　支店長　開聞　太郎　　　
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ●

※1
※2
※3

※4

※5

６　有資格者等名簿（建設工事）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

この書類は，「建設工事」の業種を申請する場合に提出してください。
登録を受ける事業所分について記入してください。
登録を受ける事業所が鹿児島県内にない場合は「該当なし」と記載し提出して
ください。

独自に作成した様式がある場合，上記表の内容が備わっていれば，それをもっ
て代えることができます。なお，資格者証などの提出は不要です。

資格については，監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等を記載して
ください。

右表に●がついている
方は提出が必要です

※営業所の専任技術者を許可業種ごと
適合する資格の行に○印を付けてくださ
い。

※実務経験年数は，資格を取得した日
からではなく，実際に業務に従事してい
た年数を記載してください。

※登録を受ける事業所を記載してくださ
い。
委任する場合は，申請者ではなく受任者
名となります。
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ●

※1
※2
※3

※4

※5

６　有資格者等名簿（設計等）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

この書類は，「設計等」の業種を申請する場合に提出してください。
登録を受ける事業所分について記入してください。
登録を受ける事業所が鹿児島県内にない場合は「該当なし」と記載し提出して
ください。

独自に作成した様式がある場合，上記表の内容が備わっていれば，それをもっ
て代えることができます。なお，資格者証などの提出は不要です。

付票(設計等②)に記載した資格の保有者のみ記載してください。

右表に●がついている
方は提出が必要です。

※経験年数は，資格を取得した日から
ではなく，実際に業務に従事していた年
数を記載してください。

※登録を受ける事業所を記載してくださ
い。
委任する場合は，申請者ではなく受任者
名となります。
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ●

※1
※2

※3

※4

７　工事経歴書

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

「建設工事」の業種を申請する場合に提出してください。
審査基準日直前２年度決算分のうち，指宿市発注のほか国，他地方公共団体が
発注した主な契約について記入してください。

小分類名の欄には，付票での申請業種区分表の小分類名に該当するものを記入
してください。

独自に作成した様式がある場合，上記表の内容が備わっていれば，それをもっ
て代えることができます。また，この場合，指宿市発注分のものについては欄
外に○印を付するなど明確に表示してください。

右表に●がついている
方は提出が必要です

※指宿市発注案件の下請に入った場合
は含みません。
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ● ● ●

※1

※2

※3

※4

８　業務等経歴書

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

「設計等」，「業務委託」又は「物品購入等」の業種を申請する場合に提出し
てください。

審査基準日直前２年度決算分のうち，指宿市発注のほか国，他地方公共団体が
発注した主な契約について記入してください。

小分類名の欄には，付票での申請業種区分表の小分類名に該当するものを記入
してください。

独自に作成した様式がある場合，上記表の内容が備わっていれば，それをもっ
て代えることができます。また，この場合，指宿市発注分のものについては欄
外に○印を付するなど明確に表示してください。

右表に●がついている
方は提出が必要です

※指宿市発注案件の下請に入った場合
は含みません。
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※1

※2
※3

９　年間委任状（委任する場合）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

年間を通して入札や契約等に関する権限を代理人に委任する場合（２　申請書
の「03　受任者（支店等）」欄に記載がある場合）に提出してください。

委任者，受任者を明記のうえ，各々の印鑑を押印してください。
委任事項については，原則変更はできません（項目を編集して使用しないよう
お願いいたします。）。

右表に▲がついている
方で下記事項に該当す
る場合は提出が必要で
す　　

※受任者の使用印を押印して
ください（５　使用印届に押印し
たもの）。

※申請者の「実印」を押印
　　してください。
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ●

※1

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ●

※1
※2

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ● ● ● ● ●

10 登記簿謄本（写し可）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

申請時前３か月以内に発行された最新のものを提出してください。

11 代表者身分証明書（写し可）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

戸籍が存在する市区町村で発行するものを提出してください。
申請時前３か月以内に発行された最新のものを提出してください。

12 暴力団排除に関する誓約書

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

右表に●がついている
方は提出が必要です　　

右表に●がついている
方は提出が必要です　　

右表に●がついている
方は提出が必要です　　

※申請者が誓約してください。
支店等に委任する場合でも，申請者で誓約
してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　押印は不要です
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ● ● ● ● ●

①

②

①

②

③
④
⑤

13 市町村税等に関する納税証明書（写し可）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

【提出書類について】
指宿市内に事業所を有する方

　指宿市役所税務課又は，各支所市民福祉課市民税務係で発行された「滞納が
ない証明書」を提出してください。

　なお，上記証明書を発行時には，窓口で申請書（会社印の押印要）が必要で
す。申請書の様式については，指宿市公式ＨＰ＞ホーム＞申請書ダウンロード
＞申請書ダウンロード（税務証明申請書等）に掲載しています。

　また，地方税法第15条の規定により徴収猶予がされ「滞納がない証明書」が
発行されない場合は，「徴収猶予許可通知書」の写しを提出してください。

事務所が所在する市町村が，指宿市以外の方

　「市町村税に滞納がない」旨を記載した証明書を添付し，それが発行できな
い場合は，審査基準日の直前１年度決算分に係る納税証明書を提出してくださ

　ただし，事務所の所在する市町村が，競争入札参加資格審査用の納税証明書
を発行する場合には，その証明書で可とします。

　なお，上記証明書が発行されない場合で，徴収猶予がされている場合は,そ
の旨が分かる書類を提出してください。

【その他】
「市町村税等」とは，各市町村が賦課徴収する次の税のことを示しています。
市町村税全般（市県民税，固定資産税，軽自動車税等），
東京都の特別区にあっては都税

委任をする場合には，委任者（申請者）分及び受任者（支店等）分の双方を提
出してください。

写し（白黒コピー）で可とします。
県税については，添付不要です。
証明書については，審査基準日前３か月以内に発行された最新のものを提出し
てください。

右表に●がついている
方は提出が必要です　　
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※

14 資本関係又は人的関係に関する申告書

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

提出該当事由：指宿市競争入札参加資格申請を行う者同士で資本関係又は人的関係がある者

具体的な事例については，指宿市ホームページ内に記載してある「一定の資本関係等に
ある者の同一入札への参加制限について」を確認してください。

右表に▲がついている
方で下記事項に該当す
る場合は提出が必要で
す　　
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

15 事業所報告書及び誓約書

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

右表に▲がついている
方で下記に該当する場
合は提出が必要です　　

提出該当事由：指宿市内の事業所で登録する場合

※申請者が誓約してください。

２枚目（地図・写真等）も忘れずに
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ● ● ● ● ●

※1
※2

※3

※4

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ●

※1
※2

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ●

※1
※2

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ●

※1
※2
※3

16 消費税及び地方消費税の納税証明書
　（納税者のみ。写し可）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

課税事業者の方は，申請時前３か月以内に発行された最新のものを提出してください。
必要とする証明書の様式は，個人の場合は「その３」又は「その３の２」，法人の場合は
「その３」又は「その３の３」となります。

納税の特例猶予措置等を受けている場合は，「納納税証明書（その１）」又は納税の猶予許
可通知書等の写しを提出してください。

証明書発行の詳細については，管轄の税務署にご確認ください。

17 財務諸表の写し

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

審査基準日直前の決算（1年度分）のものを提出してください。
９月決算等，決算は終えていても財務諸表未完成の場合は，現時点で作成されているものの
うち最新のものを添付してください。

18 確定申告書の写し

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

審査基準日直前の決算（1年度分）のものを提出してください。
青色申告者は損益計算書と貸借対照表を，白色申告者は収支内訳書を提出してください。

19 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
　（経営事項審査結果通知書の写し）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

「建設工事」の業種を申請する場合に提出してください。
審査基準日直近に通知のあった最新のものを提出してください。
通知のあった最新のものであれば，他の提出書類の決算期と合わせる必要はありません。

右表に●がついている方
は提出が必要です　　

右表に●がついている方
は提出が必要です　　

右表に●がついている方
は提出が必要です　　

右表に●がついている方
は提出が必要です　　
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ●

※1
※2

※3

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

▲ ▲

※1

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

▲ ▲

※1
※2

※3

※4

※5

20 建設業許可通知書の写し

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

「建設工事」の業種を申請する場合に提出してください。
建設業法により国土交通大臣又は都道府県知事が発行する「建設業許可通知書」又は「建設
業許可証明書」の写しを提出してください。

建設業許可の許可期限が異なる業種を複数取得している場合は，全て添付してください。

21 建設業許可申請書別表又は別紙二（１）の写し（委任する場合）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

支店等に委任をする場合は，必ず建設業許可申請書別表の写し（受任者が有している許可業
種が確認できるもの）を提出してください。

22 登録証明書・現況報告書の写し

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

「設計等」の業種を申請する場合で以下の事項に該当する場合に提出してください。
「測量」を申請する場合は，国土交通大臣の発行する「測量法に基づく測量業者として登録
について（通知）」を提出してください。また，測量を申請し，委任する場合には，受任者
の測量士の有無が確認できるもの（例えば測量法第55条の３第４号に規定する添付書類
（ホ）や第６号に規定する添付書類（ト）の写し等）を提出してください。

「建築設計」を申請する場合（「設備設計のみ」を申請する者は除く）は建築士法により都
道府県知事が発行する「１級・２級又は木造建築士事務所登録通知書」を提出してください
（委任する場合は，受任者が受けた許可が必須となります。）。

「土木設計」，「地質調査」又は「技術資料」を申請する場合で，建設コンサルタント，地
質調査業者又は補償コンサルタント登録規程による登録を受けている場合は「登録証」又は
「現況報告書」の写しを提出してください。

「不動産鑑定」を申請する場合は，不動産鑑定業者登録証の写しを提出してください。

右表に●がついている方
は提出が必要です　　

右表に▲がついている方
で下記事項に該当する場
合は提出が必要です　　

右表に▲がついている方
で下記事項に該当する場
合は提出が必要です　　
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

▲ ▲ ▲ ▲

※1

※2

※3

※4

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

▲ ▲

※1
※2

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

▲ ▲ ▲ ▲

※1

23 許可，免許，登録等の証明書の写し

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

「業務委託」及び「物品購入等」の業種を申請する場合で以下の事項に該当する場合に，申
請日現在で有効であるものを提出してください。

申請する業種のうち，法令の規定に基づく「許可」，「免許」，「登録等」を必要とするも
のは，その証明書等の写しを提出してください。（別表　「営業許可等一覧」を参照してく
ださい。）

会社で取得する許可等でなく，従業員の個人の免許証等が必要な業種については，必要な業
種につき１名分だけを提出してください。

別表「営業許可等一覧」は令和５年10月現在の法令，条例等に基づき，営業に係る許認可等
の代表的なものを掲載しています。この表に記載のあるもの以外でもほかに営業に当たって
必要となる許可，登録及び届出等がある場合は，必ず提出してください。

24 共済組合(建退共や中退共等)の加入・履行証明書の写し(加入者のみ)

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

「建設工事」の業種を申請する場合で，加入している場合に提出してください。
「加入・履行証明書」等の写しを提出してください。

25 官公需適格組合証明書の写し（証明を受けている場合）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

経済産業局長が発行する「官公需の受注に係る適格組合証明書」を有する場合には，提出し
てください。

右表に▲がついている方
で下記事項に該当する場
合は提出が必要です　　

右表に▲がついている方
で下記事項に該当する場
合は提出が必要です　　

右表に▲がついている方
で証明を受けている場合
は提出が必要です　　
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法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※1

※2

※3

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人

● ● ● ● ● ● ● ●

※1
※2

※3

26　受付票の返信用封筒（受付票が必要な場合のみ）

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

受付票が必要な場合は，受付票を後日返送しますので，必ず※2の返信用封筒を同封してく
ださい。

定型封筒に返送先の郵便番号及び宛先を明記のうえ，８４円切手を貼付して申請書に同封の
うえ送付してください。

受付票が添付されていても，返信用封筒が無い場合，受付票は返信いたしません。

27　資格決定通知書の返信用封筒

提出対象者 建 設 工 事 設 計 等 業 務 委 託 物 品 購 入 等

資格審査後，資格登録を受けた方へ資格決定（審査結果）通知書を送付いたします。
定型封筒に返送先の郵便番号及び宛先を明記のうえ，８４円切手を貼付して申請書に同封の
うえ送付してください。

上記26の受付票の返信用封筒と兼用はできませんので，受付票が必要な場合は，必ず返信用
封筒を２通同封して申請してください。

右表に▲がついている方
で下記事項に該当する場
合は提出が必要です　　

右表に●がついている方
は提出が必要です　　

- 37 -



別紙

※1

※2

二重枠内の「商号又は名称」を記入してください。

希望者のみ，返信用封筒を同封の上，提出してください。

「商号又は名称」を記入して
ください。

- 38 -



(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)
(７)
(８)
(９)
(10)
(11)
(12)
(13)

※ 上記以外の変更については，原則変更届は不要となります。

※1

※2

　競争入札参加資格決定後の変更申請等について

　競争入札参加資格決定後，登録内容に変更があったときは，速やかに変更申請書等を提出し
てください。

１ 変更届 　資格決定後，次に掲げる事項に変更があったときは，速やかに指宿市競争入
札参加資格変更届に必要な書類を添付のうえ提出してください。

商号又は名称
代表者
受任者
所在地
電話番号
ＦＡＸ番号
使用印鑑
県内有資格者等(技術者)名簿
業種の廃業
建設業許可換え
建設業許可の業種・区分
建設業許可の更新
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の更新

２ 変更申請 　上記事項以外の変更（登録業種の追加，相続，合併，譲渡又は会社分割等）
に変更があったときは，指宿市競争入札参加資格変更審査申請書を提出してく
ださい。

登録業種を追加する場合には，指宿市競争入札参加資格変更審査申請書に
「３　指宿市競争入札参加資格審査申請書付票」及び追加する業種に必要
な書類を添付のうえ提出してください。

相続，合併，譲渡又は会社分割等による変更の場合の添付書類等は，指宿
市財政課財産契約係までお問い合わせください。

３ 受付票 　変更届の受付票については，様式はありません。

　変更届の受付票が必要な場合は，任意様式の受付票と返信用封筒を変更届に
同封してください（はがき型の場合は返信用封筒不要）。
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※1

※2

※1

※2

１　指宿市競争入札参加資格変更届

２　指宿市競争入札参加資格変更審査申請書

申請者は，法人にあっては本社代表者，個
人営業者にあっては代表者です。

項目1～10までに該当しない事項を変更す
る場合には，「１１ その他」に変更する
事項を記入のうえ，提出してください。

申請者は，法人にあっては本社代表者，個
人営業者にあっては代表者です。

変更において，再度審査が必要な項目の
み，この様式で申請してください。
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